
人権教育に関する特色ある実践事例 

 

基準の観点 
学校全体として人権尊重の視点に立った学校づくりが組織的かつ効

果的に進められている実践事例 

 

１．基本情報 

○都道府県名及び市町村名  

群馬県 

○学校名 

桐生市立川内中学校 

○学校のＵＲＬ 

http://www10.ocn.ne.jp/~kawauchi/ 

 

２．学校紹介 

○学級数 

【通常の学級】全学年各３学級、【特別支援学級】１学級、【合計】１０学級 

(平成２４年５月１日現在） 

○児童生徒数 

【児童数】２７６人（平成２４年５月１日現在） 

（内訳：１年生 100 人、２年生 86 人、３年生 90 人） 

○学校の教育目標、人権教育に関する目標など 

【学校教育目標】 

 

 

 

 

【人権教育目標】 

 

 

 

 

【研究主題】 

 

 

 

 

 

 

「自学」・「自律」（自分で自分を育てよう） 
・自ら学び、考える生徒 
・思いやりがあり、協力する生徒 
・心身を鍛え、行動する生徒 

自他を認め合い、自ら進んで活動できる生徒の育成 
～道徳、総合的な学習の時間、特別活動を中核とした指導を通して～ 

人権尊重の精神に基づき、日常生活の中にある身近な差別や偏見をなくすと

ともに、人権問題について正しく認識し、あらゆる差別を許さない強い意志と

実践力のある生徒を育成する。 



○人権教育にかかる取組の全体概要 

○ 研究内容の概要 

➊人権教育の視点に立って、➋教育課程の質的な改善を行うことで、➌「自他を

認め合い、自ら進んで活動できる生徒」を育成する。 

 ＜具体的な取組＞ 

①生徒、教員の人権教育に係る実態把握 

  （人権感覚に関するアンケート調査、Ｃ＆Ｓ質問紙〔学級の雰囲気と自己肯定感を

把握する質問紙〕調査等） 

  ②人権教育に視点を当てた道徳を中心とした授業づくりの理解及び授業実践 

  （講師を招いての学習会、指導主事訪問での授業公開） 

  ③総合的な学習の時間や特別活動における人権教育に関連がある教育活動の工夫 

  ④人権教育で育てたい能力・態度を明確にした人権教育年間指導計画等の作成 

 

○ 研究の全体構想図 

 



＜人権感覚に関するアンケート：生徒用＞ 

３．特色ある実践事例の内容 

(1) 生徒、教員の人権教育に係る実態把握 

   本校で作成した「人権感覚に関するア

ンケート調査」や群馬県総合教育センタ

ーの「Ｃ＆Ｓ質問紙〔学級の雰囲気と自

己肯定感を把握する質問紙〕」調査を実

施し、生徒及び教員の人権教育に関する

実態調査を実施した。 

Ｃ＆Ｓ質問紙調査の実施に当たって

は、総合教育センターから講師を招き、

活用に関する研修を実施した。各学級で

実施した質問紙を持ち寄り、それを基に

講師の方から見方や分析の仕方を説明

していただいた。Ｃ＆Ｓ質問紙調査で

は、自己肯定感や学級の満足度などを視

覚的に分かりやすく分析できるため、学

級経営を行う上で、参考になる資料を得

ることができた。（「Ｃ＆Ｓ質問紙調査」 

については、下記の群馬県総合教育セン

ターWeb ページを参照     

http://www.center.gsn.ed.jp/soudan/soudan_csq.html） 

 

(2) 人権教育に視点を当てた道徳を中心とした授業づくりの理解及び授業実践 

①人権教育に視点を当てた授業づくりの理解に向

けて、群馬県教育委員会から講師を招き、県の人

権教育の方針や重点課題について研修する機会

を設けた。特に、「教科等の指導と人権教育との

関わり」「授業における人権教育の視点」「人権

教育で育てたい五つの能力・態度（感性・知性・

技能・判断力・実践力）」等についての説明は、

授業実践や年間指導計画等を作成する上で参考になった。 

 ②人権教育に視点を当てた道徳の授業づくりの理解に向けて、群馬県教育委員会か

ら講師を招き、県の人権教育の方針を踏まえて、道徳の時間における直接的指導

（個別的な人権課題に関する指導）の在り方について研修する機会を設けた。特

に、「道徳の時間のねらいを達成することが第一であり、その中で人権教育の視

点を押さえることが大切」との指摘を受け、授業実践や年間指導計画等を作成す

る上で参考になった。 

 ③上記研修会を踏まえ、指導主事訪問において全教員が道徳を始め、各教科等にお

いて、人権教育に視点を当てた授業を実践した。次ページは、実践の一覧である。 



ブラインドウォーク（第１学年） 

 

(3) 総合的な学習の時間や特別活動における人権教育に関連がある教育活動の工夫 

    学級を基盤として、各学年・学校全体で達成感や安心感をもち、自他を認め合い、

自ら進んで活動できる生徒の育成を目指し、以下のように総合的な学習の時間や特

別活動における教育活動の工夫を行った。 

   ＜総合的な学習の時間での取組＞ 

① 福祉体験学習（第１・２学年） 

    毎年行っている福祉体験学習において、事

前・事後の指導や学級活動、道徳と有機的に

関連させた指導の工夫を行った。市内の各ボ

ランティア団体との連携を図り、第１学年で

は、ボランティアについての講話（市社会福

祉協議会）、車いすの介助体験、ブラインド

ウォーク体験（かるがもの会）を、第２学年

では、点字体験（桐生点訳文化会）、要約筆



要約筆記体験（第２学年） 

認知症サポーター養成講座 

高齢者交流学習 

記体験（桐生要約筆記会）、手話体験（桐生

市手話サークル桐の葉会）の中から二つを選

択し、体験的な学習を行った。 

     第１学年では、事前学習として、学級活動

で高原学校を振り返り、集団生活の観点から

「障害者とのかかわり」について、これから

どんなことができるか考えさせた。そして、

事後活動として、実際に体験したことを基に

「おばあちゃんの指定席」を資料とした道徳

の授業を行い、思いやりの心をもって人と接

しようとする心情を育てた。第２学年では、ＮＨＫのビデオ教材を活用して、差別

や偏見をもたずに人と接していこうとする心情を育てた。 

 ②認知症サポーター養成講座（第１学年） 

桐生市長寿支援課との連携を図り、第１学

年で認知症サポーター養成講座を実施した。

毎年第１学年では、高齢者交流学習を行って

きたが、その事前学習として認知症の理解を

深め、接し方を学んだ上で実際の体験に取り

組ませたいと考えた。当日は、桐生市西地域

包括支援センターの介護支援専門員の方から

認知症の詳しい説明を聞き、お年寄りの方に

は優しさや思いやりの心で接することが大切

であることに改めて気付くことができた。 

③高齢者交流学習（第１学年） 

    本校では、毎年第１学年の総合的な学習の一環として、地域の福祉施設との連携

を図った高齢者交流学習を行っている。この活動では、地域の高齢者福祉施設等に

おけるお年寄りとの交流を通し、生徒の生活体験を充実させるとともに奉仕の精神

や他への気遣いの気持ちを育むことをねらいとしている。２４年度は六つの施設を

訪問した。生徒は班ごとに訪問する施設を分担して、どのような交流をするかなど

内容を検討しながら、当日必要な道具の準備や練習など、事前の準備に一生懸命に

取り組んだ。当日は、歌・手品・風船バレー・カードゲームなどの活動を通して交

流した。また、「認知症サポーター養成講座」

での学習を生かし、お年寄りの思いを理解し、

優しさと思いやりをもって接しようとする姿

も見られた。事後の振り返りの感想からは、「学

校でも言葉遣いなどに気を付けるようにした

い。」「お年寄りだけでなく、周りの人や友達

に対しても笑顔で接したい。」など、様々な場

面で本学習を生かしていこうとする様子が伺

えた。 



KJ 法での話合い活動 

  ④保育実習（第３学年） 

     家庭科の「幼い頃をふり返ろう」「幼児の

心身の発達」「幼児との触れあい」等の学習

と関連させ、総合的な学習で保育実習を実施

した。幼い子供たちと実際に触れ合うことを

通して、自分自身の幼少の頃を振り返り、自

分の成長に多くの人々の支援があったことに

気付いたり、自己肯定感を高めたりすること

ができた。 

 ＜特別活動での取組＞ 

 ①ＫＪ法や「がんばりカード」を活用した自己の存在感を高めるための授業実践（学

級活動・第２学年） 

     「集団生活を向上させよう」（学習指導要領（１）ア 学級や学校における生活

上の諸問題の解決）を題材として取り上げ、次のような授業を実践した。 

・アンケート結果から、清掃活動と係活動の 

 取組の向上が学級の課題であることをつか 

 む。 

・課題解決のために、「自己の役割」「協力」 

の視点で、ＫＪ法を活用して意見を出し合 

い、グループで討議する。 

・自己決定を行った上で、それに基づいて約 

１か月間清掃活動や係活動に取り組む。 

 ・「がんばりカード」で取組の相互評価を行 

  う。 

活動の振り返りでは、清掃活動については、「雑巾で当たり前のようにやってい

たことがよかったところとしてあがったのはうれしかった。頑張ればこうやってい

いことが待っているのかなと思った。」係活動については、「自分では声が小さい

と思っていたけど大きい声が出ていると言ってくれていたので、声が出ているのか

なあと感じた。次からも頑張りたいです。」などと感想を述べていた。「がんばり

カード」を通じて、頑張ってきたことを相手に気付いてもらい、伝えてもらえたこ

とで、地道な活動でも自己の役割や責任を遂行することが大切であることに気付く

ことができた。 

   ②学級目標や個人目標に「思いやり」の視点を取り入れる活動 

学級活動において、学級目標や個人目標を立てる際に、生徒に「思いやり」の視

点を踏まえて考えさせた。 

   この目標を５月の生徒総会の「川内中学校を思いやりあふれる学校にするための

提案」で、学級委員会が発表した。各学級でポスターを作成して、それをプレゼン

テーションソフトで提示しながら、全校生徒の前で紹介した。目指すクラスを発表

したことで、思いやりを大切にしていこうとする学校風土の素地ができた。 

 

子供たちと遊ぶ活動 



 

 

また、「思いやり」の項を設けた共通のシートに、学期ごとの個人目標を立てさ

せ、教室に掲示した。 

 記述から、自分にできることを具体的に考えようとしている姿が見られた。そし

て教員の適切な支援のもと、生徒の実践意欲を高め、主体的な行動に結び付けられ

るようにした。 

  

③委員会の活動目標に「思いやり」の視点を取り入れる活動 

川内中を思いやりのあふれる学校にするために、各委員会活動の目標の中に「思

いやり」の視点を取り入れる活動を行った。委員会の活動目標としてポスターを作

成し、生徒総会の際に発表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「思いやり」の視点を 

取り入れたポスター 

新聞委員会 

保健委員会のポスター 



④「５大ほかほか言葉」の制定 

    「人権感覚に関するアンケート調査」の結果か

ら、自信をもって仲間に積極的に声をかけられる

生徒の育成が課題として明らかになった。そこ

で、生徒会本部と学級委員会に対して、仲間に積

極的に声を掛けていこうとする学校風土づくり

のための取組を促した。生徒会本部と学級委員会

は、生徒総会で、本校を思いやりのあふれる学校にするための「５大ほかほか言葉」

づくりを提案した。この「５大ほかほか言葉」は、心が温かくなるような言葉を積

極的に使って、思いやりの心を育てていこうとするものである。学級委員会が中心

となり、各学級で「言葉」について話し合い、それを基に生徒会本部と協議して「５

大ほかほか言葉」を決定した。 

  ⑤「５大ほかほか言葉」の振り返りの活動（学級活動） 

    特別活動班の提案により、全学年で「５大ほかほか言葉」の取組の振り返り活動

を行った。 

    以下は、ワークシートからの抜粋である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ クラスの結果（ほかほか言葉を使っているか）についてどう思いますか。 

・「ドンマイ」や「またね」など、人を励ます言葉の人数が少ない。 

・「大丈夫？」は使ってそうで使っていないことに驚いた。 

・「ありがとう」はよく使っていて良いと思う。他の言葉はもっと使っていきたい。 

２ 友達から言われて嬉しかったほかほか言葉を具体的にたくさん書こう。 

・給食の用意を手伝った時、「ありがとう」って言ってくれたこと。 

・テニスのサーブが入らなかった時に、「ドンマイ、次は入るよ」と言ってくれた。 

・部活動中、足が痛かったり、腹が痛かったりすると、みんなが「大丈夫？」と心配して 

くれた。 

３ 友達の発表を聞いて気付いた、友達のよさを書こう。 

・班のメンバーの先輩は、ほかほか言葉をよく使っていてすごいと思った。 

・○○君は、友達の良いところをいろいろとすぐに気付いてくれることを知った。 

・皆は、ほかほか言葉を言われると、嬉しくなることが分かった。 

４ 今回の授業で考えたこと、気付いたこと、授業を振り返っての感想 

・私はあまりほかほか言葉を使っていないことが分かったので、こまめに気にしていなが

ら、使えるといいなと思った。 

・誰かが困っていたり、悩んでいたりしたら、「大丈夫？」と言っていきたい。 

・友達などによくほかほか言葉を言われていることに気付いた。これから、私もたくさん 

のほかほか言葉を言えるようにしたい。 



(4) 人権教育で育てたい能力・態度を明確にした人権教育年間指導計画等の作成 

 ①人権教育年間指導計画の作成            

平成２４年度からの中学校学習指導要領の完全実施に伴う各教科等の年間指導

計画の作成と併行して、各学年の各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動と

の関連を明確にした各学年の人権教育年間指導計画を作成した。 
年間指導計画の各活動には、群馬県教育委員会で定めている「人権教育で育てた

い五つの能力・態度（感性・知性・技能・判断力・実践力）」を盛り込み、人権教

育との関わりを明示した。 

＜参考：人権教育で育てたい五つの能力・態度（中学校）＞ 

 

【感 性】 自己を理解し、自尊感情を高め、身近な人権問題に気付き、共感す

る。 
【知 性】 
（知的理解） 

人権に関する基礎的内容（人権の意義、権利や義務、主な人権課題

等）を理解する。 
【技 能】 権利を行使するにあたって、人間関係能力に関わるスキルを身に付

ける。 
【判断力】 権利と義務の関係を正しくとらえ、物事を公正・公平に判断する。 
【実践力】 人権尊重の意識をもち、身近な人権問題を解決しようとする。 



 ②人権教育で育てたい能力・態度の具体化 

総合的な学習の時間や特別活動を中心に、各学習内容における「人権教育で育て

たい五つの能力・態度」を文章化し、具体的に示した。   

＜総合的な学習の時間＞（抜粋） 

＜特別活動（学校行事）＞（抜粋） 
 

学習内容 人権教育で育てたい能力 

福祉体験学習 

１・２年：６月 

（体験的な学習） 

【感 性】模擬体験を通して、高齢者や障害者の立場になって考え

ることができる。 

【知 性】模擬体験を通して、高齢社会やノーマライゼーションに

関する基礎的な理解をする。 

【技 能】模擬体験を通して、介護や福祉の技能を習得する。 

【実践力】模擬体験を通して、それぞれの立場になって、自分がで

きることは何かを考えることができる。 

職場体験学習 

２年：９月 

（体験的な学習） 

【感 性】職業体験を通して、共に生きる心や感謝の心、豊かな感

性や創造性を高める。 

【技 能】職業体験を通して、様々な立場になって考え、人に接す

る技能を習得する。 

学習内容 人権教育で育てたい能力 

入学式 

全学年：４月 

（参加的な学習） 

【感 性】新入生は中学校での新たなスタートに際し、気持ち

を新たにして自己の高まりを実感する。在校生は、新

入生を迎え、温かく接していこうとする気持ちを育て

る。 

体育祭  

全学年：９月 

（協力的な学習） 

【感 性】体育祭を通して、公正・協力・責任などに対する意

識を高める。 

【実践力】学級で協力して、望ましい集団や人間関係を築く。 

合唱コンクール 
全学年：１１月

（協力的な学習） 

【感 性】合唱活動を通して、豊かな心情を育む。 

【判断力】生徒の自主性、責任感を育て、集団行動の規律ある

態度の育成を図る。 

【実践力】主体的なパート別練習や聴き合う活動の中で、お互

いの歌声を認め合い、心を合わせて合唱に取り組む。 

 

４．実践事例の実績、実施による効果 

(1) 実態調査から見た生徒の変容 

学期に１回、全校生徒を対象に「人権感覚に関するアンケート調査」と「Ｃ＆Ｓ

質問紙調査」を実施した。「人権感覚に関するアンケート調査」では、２１の項目

で、４段階（Ａ：とてもあてはまる  Ｂ：少しあてはまる  Ｃ：あまりあてはまら

ない Ｄ：あてはまらない）の回答で、ＡとＢを合わせた回答の割合で分析した。 

  

＜人権感覚に関するアンケート調査の結果＞ 



 

 

 

表４から、本校の生徒は昨年度から規範意識が高い傾向であったが、更に向上し

たことが伺える。また、表５、６から、昨年度の課題となっていた「友達に対して

進んで声をかける行動」については、「一人でいる子に対する声かけ」や 

「遅刻者や欠席した仲間への気遣い」などの意識の向上が見られるようになってい

る。 

 

＜Ｃ＆Ｓ質問紙調査の結果＞ 

「Ｃ＆Ｓ質問紙調査」の結果分析から、ある学級では「学級の雰囲気」５０以上



の生徒が９人から１９人へと増加し、プロットが右側に移動したことがわかった。

担任は、２学期は学校行事が多くあり、校内研修で作成した「人権教育で育てたい

能力」の一覧表を踏まえて取り組んだ結果、協力し合う場面が増え、一体感を味わ

えたことが学級の雰囲気の高まりつながったのではないかと分析している。また、

「自己肯定感」については、あまり伸びていない傾向が伺える。成長に伴い、自分

に対する厳しさが増すためであると考える。 

(2) 実態調査から見た教員の変容 

      学期に１回、教員を対象に「人権感覚に関するアンケート調査」を実施した。１

６の項目で、４段階（Ａ：とてもあてはまる  Ｂ：少しあてはまる  Ｃ：あまりあ

てはまらない Ｄ：あてはまらない）の回答で、Ａの回答の割合で分析した。 

＜人権感覚に関するアンケート調査の結果＞ 

 

表７から、気になる生徒に対する声かけを意識するようになったり、日頃から頑

張っている生徒を職員室で話題にして、生徒のよさを認めていこうとしたりする教

員の意識の向上が見られた。また、９月の学校評価アンケートの「校内研修が教員

の資質向上と授業改善に結び付いていますか」の項目では、「はい」の回答が９割

以上であった。様々な職員研修が有効に機能して、人権教育の理解が進み、人権感

覚が向上し実践に結び付いてきたと考える。 

 

 

５．実践事例についての評価 

(1) 研究の成果 

 ○講師を招いての研修（人権教育全般及びＣ＆Ｓ質問紙調査の分析と活用）や出

張報告会を行うことにより、研修の方向性が明らかになるとともに、人権教育

に対する教職員の共通理解が深まった。 

 ○道徳班の話合いや道徳教育の全体研修会での学習を通して、人権教育と道徳と

の関連を意識した道徳の全体計画や年間指導計画の整備が進み、授業実践に生

かすことができた。また、相手の人格を尊重する態度や思いやりの心が育まれ、

生徒の人権感覚の向上につながった。 

 ○総合的な学習・特別活動班で、学校・学年の行事を人権教育の視点で見直した

ことにより、全体計画や年間指導計画の整備が進み、生徒一人一人を大切にし

た実践につながった。 

  ○「人権感覚に関するアンケート調査」において、「仲間のことを気にかけて、声

かけをしている」と答えた生徒が昨年度より増加した。「５大ほかほか言葉」や



「個人目標」などに思いやりの視点を取り入れたことにより、他者とのかかわ

りを意識した人間関係づくりができるようになり、生徒の人権感覚の向上や良

好な人間関係の構築につながった。 

 ○校内研修の全体会において、「Ｃ＆Ｓ質問紙調査」や道徳の学習会の実施や人権

尊重を基盤とする教育活動を実践しようと研修を重ねたことにより、教職員の

人権感覚を問い直したり、高めたりするよい機会となった。そして、改めて学

級経営の大切さ、生徒一人一人を大切にすることの意義を実感できるようにな

り、教員の人権感覚や授業実践力の向上につながった。 

(2) 今後の課題 

 ○「自他を認め合い、自ら進んで活動できる生徒の育成」を目指して、今後も本

校が実践してきた諸活動を人権教育とのかかわりで更に見直し、意図的計画的

に道徳、総合的な学習の時間、特別活動に取り組んでいく必要がある。 

 ○人権重要課題に対する取組が充実するよう、更に研究を深めながら各教科等に

おける関連を明確にして実践していく必要がある。 

 ○「人権感覚に関するアンケート調査」や「Ｃ＆Ｓ質問紙調査」の分析方法を教

職員が理解できたので、今後も継続的に生徒の変容を細かく分析し、手立ての

有効性を検証し、学級経営や生徒理解に役立てていきたい。   

 

 



【人権教育の指導方法等に関する調査研究会議によるコメント】 

 

 

桐生市立川内中学校 

学校が全教育活動を通じて行う人権教育を組織的・効果的に進めていくためには、人権

教育の全体計画及び年間指導計画の作成が欠かせない。 

本実践事例では、「人権教育で育てたい五つの能力・態度」を明らかにし、各教科、道

徳、総合的な学習の時間、特別活動との関連を明確にした年間指導計画を作成している。

総合的な学習の時間や特別活動の実践事例が具体的に示されており、それぞれの学校が人

権教育を推進する際の参考となる。特に、「人権感覚に関するアンケート」から明らかに

なった課題を解決するための取組「５大ほかほか言葉」取組は、中学校の発達段階を踏ま

え、学級活動や生徒会活動における生徒の主体性を引き出す実践として位置付けることが

できる。 

 


